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１ 策定の目的 

 現在、江戸川区（以下、「本区」という）の人口増加を下支えしている要因のひとつ

に外国人人口の増加が挙げられる。 

令和６年４月１日現在、43,389 人と、特別区部では新宿区に次いで外国人が２番目に

多い区となっている。 

外国人の増加要因は、国の政策などが大きく影響していると考えられる。 

人口減や高齢化を背景とした人手不足の対応として、平成 31 年４月に在留資格「特

定技能」が新設された。一定の技能が求められる「１号」の在留期間が５年であるの

に対し、熟練した技能が必要な「２号」は、在留期間の更新回数に上限がなく、家族

の滞在が認められている。 

さらに、政府は令和５年６月に特定技能２号の対象業種をこれまでの２分野から 11

分野に拡大することを決めた。外国人労働者に対し、幅広い分野で永住への道を開く

ことになる。 

このような状況を踏まえ、本区が目指す共生社会を実現していくためには、国籍や

民族等によって異なる文化や習慣などを尊重しつつ、これまで以上に、外国人にとっ

ても安心して、自分らしく暮らせるまちを構築する必要がある。 

そのためにも、まず取り組むべきことは、多くの区民が享受している行政サービス

を外国人も同等に享受できるよう、行政情報をわかりやすく、丁寧に提供することで

ある。 

本区において、ともに生きていく外国人の暮らしがより良いものになるよう多言語

での情報提供等について、ガイドラインを定めることとする。 

 

※「特定技能の残留資格に係る制度の運用に関する方針について」（平成 30 年 12 月 25 日閣議決定） 

※「特定技能２号の対象分野の追加について」（令和５年６月９日閣議決定） 
 

 

２ ガイドラインの対象 

本区は、多くの外国人が住み、学び、働き、訪れるまちである。 

こうした外国人の中には、日本語の理解や円滑なコミュニケーションが十分でない

方もいる。 

そのため、本ガイドラインは、日本語の理解が困難な外国人等を対象とする。 

 また、こうした対象者に対し、情報提供を行う各部署が、統一ルールに則って情報

提供を行っていくことが重要であることから、本ガイドラインでその考え方を整理す

ることとする。 
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３ 本区における外国人の現況 

 

（１）本区の外国人人口は令和２年（2020 年）に 37,769 人であったが、令和６年

（2024 年）には 43,389 人まで増えている。 
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（２）外国人人口を国籍別に見ると、中国 16,307 人（37.6％）、インド 7,044 人

（16.2％）、韓国 3,916 人（9.0％）の順となっており、中国語、英語、韓国語を 

母国語とする外国人が多いことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江戸川区の外国人国籍構成比 
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（資料）東京都の統計「外国人人口」（4 月 1 日現在） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞江駅圏内 

1,598 人 

京成小岩駅・江戸川駅圏内 

1,791 人 

小岩駅圏内 

6,299 人 

篠崎駅圏内 

1,332 人 

一之江駅圏内 

1,548 人 

葛西駅圏内 

5,212 人 

西葛西駅圏内 

8,640 人 

船堀駅圏内 

3,368 人 

平井駅圏内 

3,408 人 

新小岩駅圏内 

3,504 人 

葛西臨海公園駅圏内 

1,329 人 

  

韓国 

インド 

フィリピン 

ベトナム 

その他 

中国 

中 国： 3,188 人 

インド：    29 人 

韓 国：   593 人 

フィリピン：654 人 

ベトナム： 484 人 

中 国： 2,630 人 

インド：  3,770 人 

韓 国：   551 人 

フィリピン：341 人 

ベトナム： 348 人 

中 国： 1,742 人 

インド：    450 人 

韓 国：   535 人 

フィリピン：482 人 

ベトナム： 536 人 

※ＭＡＰ・・・「未来を支える江戸川こどもプラン」より引用 

※外国人人口：３９，９５３人（Ｒ５．５．１３現在） 

外国人人口分布図 
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東大島駅圏内 

1,924 人 

（３）当課にて作成した外国人人口分布図によると、 

西葛西駅圏内（8,640人）、小岩駅圏内（6,299人）、 

葛西駅圏内（5,212 人）の順に多く住んでいる 

ことがわかる。 



 

 

 

（４）特別区部における外国人人口に目を向けると、本区は他区に比べて外国人が 

多く、総人口に占める外国人の割合は、6.3％（約 16 人に 1 人が外国人）で

ある。 

 

 

 

    
  【人口】                  【割合】 

順位 23 区 外国人人口 

  
順位 23 区 

割合 

(対総人口） 

1 新宿区 43,691 人   1 新宿区 12.5% 

2 江戸川区 43,389 人   2 豊島区 11.3% 

3 足立区 40,119 人   3 荒川区 9.8% 

4 江東区 37,629 人   4 台東区 8.7% 

5 板橋区 33,390 人   5 港区 8.2% 

6 豊島区 33,157 人   6 北区 7.8% 

7 大田区 29,202 人   7 江東区 7.0% 

8 北区 27,964 人   8 中野区 6.4% 

9 葛飾区 27,129 人   9 江戸川区 6.3% 

10 世田谷区 26,085 人   10 文京区 6.1% 

11 練馬区 23,922 人   11 中央区 6.1% 

12 港区 21,863 人   12 足立区 5.8% 

13 中野区 21,599 人   13 板橋区 5.8% 

14 荒川区 21,493 人   14 葛飾区 5.8% 

15 杉並区 19,792 人   15 千代田区 5.7% 

16 台東区 18,663 人   16 墨田区 5.6% 

17 品川区 15,961 人   17 渋谷区 5.3% 

18 墨田区 15,960 人   18 大田区 4.0% 

19 文京区 14,105 人   19 品川区 3.9% 

20 渋谷区 12,291 人   20 目黒区 3.8% 

21 中央区 11,137 人   21 杉並区 3.4% 

22 目黒区 10,621 人   22 練馬区 3.2% 

23 千代田区 3,958 人   23 世田谷区 2.8% 

  

 

 

 

 

特別区部の外国人人口及び割合 

（資料）東京都の統計「住民基本台帳による世帯と人口（日本人及び外国人）」（令和６年４月１日現在） 
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（５）将来を見据えた人口推計によると、2100 年の本区における外国人人口は約 

7.5 万人まで増加し、構成割合は日本人区民の減少と相まって加速度的に上 

昇を続け、総人口の 16.5％（6 人に 1 人が外国人）まで高まることが予測さ 

れている。 
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（注）2015年の江戸川区外国人人口は住民基本台帳人口の実績値（1月1日時点）

2023年4月
４万人突破！

40,104

江戸川区外国人の将来人口指針 
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４ これまでの区の取り組み 

 本区では、これまでにも外国人に行政情報を提供するため、様々な取り組みを 

行ってきた。以下はその一例である。 

 

多言語による行政情報の提供 

・区公式ウェブサイト（120 言語） 

・えどがわ生活情報ガイドブック（２言語） 

・江戸川区防災アプリ（３言語）、 

江戸川区防災ポータル（121言語） 

・えどがわメールニュース（５言語） 

・水害ハザードマップ（３言語） 

・資源とごみの出し方基本ルール（３言語） 

・国民健康保険ハンドブック（８言語） 

・母子健康手帳（10 言語） 

・区民館案内表示の多言語化（２言語） など 

 

外国人相談窓口 

 

日 時：毎週月曜日 13 時～16 時 

場 所：グリーンパレス２階 区民相談室 

言 語：中国語 ※対面時のみ、英語も可 

 

翻訳アプリを活用したタブレット端末の設置 

 

・多言語オンライン通訳（14 言語※）の導入 
※手話通訳含む 

・自動翻訳機 eTalk（73 言語）貸出し 
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５ 多言語による情報提供の基本的な考え方 

外国人が本区でよりよい暮らしをするためには、適切かつ適確に情報提供を行う

ことが重要である。 

しかしながら、区民に対して提供する行政情報は膨大であり、そのすべてを多言

語で対応することは、効率面及び経費面等から考えて困難である。 

 そのため、本区が多言語で提供する情報に関しては、外国人のニーズや情報の重

要性等を考慮し、基本的な多言語等の対応基準を後述のとおり定めることとした。 

 また、情報の提供方法は、窓口・区ホームページ・印刷物・防災行政無線などが

考えられるが、利便性と即時性の点から「区ホームページ」を中心に情報提供を行

うこととする。 

令和２年度に、区ホームページ内において多言語対応した「外国の方向け生活情

報」サイトを立ち上げた。ヘッダーにはこのサイトへ移動できるアイコンも設定さ

れていることから、今後はこのサイトを有効活用し、外国人が必要な情報を得やす

い環境を整えていく。 

 

６ 多言語による情報提供の基準 

 令和３年度に実施した外国人アンケート結果をもとに、本区における外国人への

情報提供は、英語・やさしい日本語を基本とする。 

 ただし、各主管課は、外国人のニーズや情報の重要性などを考慮し、以下の基準

を目安として多言語による情報提供を行うこととする。 

 

（１）危機管理・防災に関する情報 等 

 原則、英語・やさしい日本語で提供する。 

ただし、人命に関わる情報のため、使用言語の拡大が望ましい。 

 

（２）日常生活上必要不可欠な手続き等に関する情報 等 

   原則、英語・やさしい日本語で提供する。 

必要に応じて、主管課の判断により使用言語を拡大する。 

 

（３）その他、各種計画やイベントなどの情報 等 

   平易で分かりやすい表現（やさしい日本語など）で提供する。 
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７ 区が発送する封筒の多言語表記の掲載について 

令和４年８月より、区が発送する封筒について、外国人に区からの通知であるこ

とを認識していただくため、多言語表記（日本語・英語）によるお知らせおよび、

区ホームページにリンクする二次元コードを掲載することとした。 

 

(１)対象となる封筒 ※「既存封筒」は、個別に検討しシール対応等を行う。 

  ①一度に大量印刷を行う事業用封筒（税・保険料・手当等の通知 など） 

②今後、新規に印刷を行う封筒 

 

(２)封筒推奨イメージ 

① 長３型横イメージ（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 長３型縦イメージ（裏） 
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